
一

サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条―

第
四
条
）

第
二
章

サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
（
第
五
条
・
第
六
条
）

第
三
章

サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
整
備
推
進
本
部
（
第
七
条―

第
十
五
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
国
際
情
勢
の
複
雑
化
、
社
会
経
済
構
造
の
変
化
等
に
伴
い
、
我
が
国
の
安
全
保
障
を
確
保
す
る
た
め

に
は
、
重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
の
発
生
の
未
然
防
止
等
が
極
め
て
重
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
サ
イ
バ
ー
安
全
保

障
態
勢
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
基
本
理
念
及
び
基
本
方
針
そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
サ
イ
バ
ー

安
全
保
障
態
勢
整
備
推
進
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
を
総
合
的
か
つ
集
中
的
に
推

進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。



 

  
 

二 

 
（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
」
と
は
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
（
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
又
は
電
子

的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
に
係
る
記
録
媒

体
を
通
じ
た
電
子
計
算
機
に
対
す
る
攻
撃
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
、
我
が
国
及
び
国
民
の
安
全

を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
重
大
な
事
態
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
の
発
生
の
未
然
防
止
等
」
と
は
、
重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
の
発
生
を

未
然
に
防
止
し
、
及
び
重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
は
こ
れ
に
的
確
か
つ
迅
速
に
対
処
す
る
こ
と
を
い
う
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
」
と
は
、
重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
の
発
生
の
未
然
防
止
等
の
た
め
の

態
勢
を
い
う
。 

 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
の
推
進
は
、
重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
の
発
生
の
未
然
防
止
等
並
び
に
重
大
サ
イ

バ
ー
攻
撃
事
態
が
発
生
す
る
前
の
段
階
及
び
重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
が
発
生
し
た
段
階
を
通
じ
た
機
動
的
か
つ
効
果
的
な

対
処
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ



  
 

三 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
能
動
的
サ
イ
バ
ー
防
御
措
置
（
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
兆
候
に
つ

い
て
情
報
を
収
集
し
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
主
体
を
探
知
し
、
又
は
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
て
、
サ

イ
バ
ー
攻
撃
の
発
生
が
回
避
さ
れ
る
よ
う
に
し
又
は
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
に
は
こ
れ
を
排
除
し
つ
つ
そ
の
速
や

か
な
終
結
を
図
る
た
め
に
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
五
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
重
要
性
に
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
国
の
責
務
等
） 

第
四
条 

国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、

及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

２ 

国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
、
相
互
に
連

携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

第
二
章 

サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針 

 

（
基
本
方
針
） 



 

  
 

四 

第
五
条 

サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
は
、
次
に
掲
げ
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
推
進
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

一 
重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
の
発
生
の
未
然
防
止
等
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
能
動
的
サ
イ
バ
ー
防
御
措
置
の
実
施
の
た
め

の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。 

二 

重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
が
発
生
す
る
前
の
段
階
及
び
重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
が
発
生
し
た
段
階
を
通
じ
た
機
動
的

か
つ
効
果
的
な
対
処
が
切
れ
目
な
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

三 

重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
の
発
生
の
未
然
防
止
等
に
係
る
措
置
の
実
施
は
、
事
態
に
応
じ
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ

る
限
度
に
お
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

四 

前
号
の
措
置
の
実
施
に
お
い
て
は
、
自
衛
隊
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
事
業
者
が
国
民
の
協
力
を
得
つ
つ
相

互
に
連
携
協
力
す
る
と
と
も
に
、
関
係
す
る
外
国
と
の
協
力
を
緊
密
に
し
つ
つ
国
際
社
会
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
。 

五 

第
三
号
の
措
置
の
実
施
に
お
い
て
は
、日
本
国
憲
法
の
保
障
す
る
国
民
の
自
由
と
権
利
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
れ
に
制
限
が
加
え
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
制
限
は
当
該
措
置
を
実
施
す
る
た
め
必
要
最
小
限
の
も
の
に
限
ら

れ
、
か
つ
、
公
正
か
つ
適
正
な
手
続
の
下
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 



  
 

五 

六 

重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
の
発
生
の
未
然
防
止
等
の
必
要
性
に
関
す
る
国
民
の
理
解
と
関
心
を
深
め
る
た
め
に
必
要
な

施
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

七 

重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
の
発
生
の
未
然
防
止
等
に
係
る
専
門
的
な
知
識
又
は
技
能
を
有
す
る
人
材
の
確
保
、
養
成
及

び
資
質
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

八 

我
が
国
に
お
い
て
重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
の
発
生
の
未
然
防
止
等
に
関
す
る
技
術
力
を
自
立
的
に
保
持
す
る
こ
と
の

重
要
性
に
鑑
み
、
重
大
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
態
の
発
生
の
未
然
防
止
等
に
関
し
、
研
究
体
制
の
整
備
、
研
究
開
発
の
推
進
そ

の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

（
法
制
上
の
措
置
等
） 

第
六
条 

政
府
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
方
針
に
基
づ
く
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
な
る
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
を

目
途
と
し
て
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

第
三
章 

サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
整
備
推
進
本
部 

 

（
設
置
） 



 

  
 

六 

第
七
条 

サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
の
推
進
を
総
合
的
か
つ
集
中
的
に
行
う
た
め
、
内
閣
に
、
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態

勢
整
備
推
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

 

（
所
掌
事
務
等
） 

第
八
条 

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
の
推
進
を
総
合
的
か
つ
集
中
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
法
律
案
及
び
政
令
案
の
立
案

に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

２ 

本
部
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
に
い
う
主
任
の
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と

す
る
。 

 

（
組
織
） 

第
九
条 

本
部
は
、
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
整
備
推
進
本
部
長
、
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
整
備
推
進
副
本
部
長
及
び
サ
イ

バ
ー
安
全
保
障
態
勢
整
備
推
進
本
部
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 



  
 

七 

 
（
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
整
備
推
進
本
部
長
） 

第
十
条 

本
部
の
長
は
、
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
整
備
推
進
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
と
し
、
内
閣
総
理
大

臣
を
も
っ
て
充
て
る
。 

２ 

本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

（
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
整
備
推
進
副
本
部
長
） 

第
十
一
条 

本
部
に
、
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
整
備
推
進
副
本
部
長
（
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
副
本
部
長
」
と

い
う
。
）
を
置
き
、
国
務
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。 

２ 

副
本
部
長
は
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。 

 

（
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
整
備
推
進
本
部
員
） 

第
十
二
条 

本
部
に
、
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
整
備
推
進
本
部
員
（
次
項
に
お
い
て
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

２ 

本
部
員
は
、
本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
全
て
の
国
務
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

（
資
料
の
提
出
そ
の
他
の
協
力
） 

第
十
三
条 

本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、



 

  
 

八 

独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を

い
う
。
）
、
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
及
び
国
立
大
学
法
人
等
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二

条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
等
を
い
う
。
）
の
長
並
び
に
特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又

は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

九
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
）
の
代
表
者
に
対
し
て
、
資
料
の
提
出
、
意

見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
に
対

し
て
も
、
必
要
な
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
事
務
局
） 

第
十
四
条 

本
部
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
本
部
に
、
事
務
局
を
置
く
。 

２ 

事
務
局
に
、
事
務
局
長
の
ほ
か
、
所
要
の
職
員
を
置
く
。 

３ 

事
務
局
長
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
て
、
局
務
を
掌
理
す
る
。 



  
 

九 

 
（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
十
五
条 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 
 
 

附 
則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
調
査
研
究
等
） 

２ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
情
報
通
信
技
術
を
用
い
た
虚
偽
の
情
報
の
拡
散
が
我
が
国
の
安
全
保
障
に
及

ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 





  
 

一
一 

 
 
 
 

 

理 

由 

 

国
際
情
勢
の
複
雑
化
、
社
会
経
済
構
造
の
変
化
等
に
伴
い
、
我
が
国
の
安
全
保
障
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
重
大
サ
イ
バ
ー

攻
撃
事
態
の
発
生
の
未
然
防
止
等
が
極
め
て
重
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
の
推
進
に

関
す
る
基
本
理
念
及
び
基
本
方
針
そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
整
備
推
進
本

部
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
を
総
合
的
か
つ
集
中
的
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。こ
れ
が
、

こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


